令和８年度浪岡地域振興事業補助金交付要綱

　（目的）
第１条　この要綱は、浪岡地区の振興を図るため、当該地区が有する様々な資源を活用して事業を行おうとする団体に対して、当該年度の予算の範囲内で補助金を交付し、もって浪岡地区の活性化に資することを目的とする。

　（補助対象者）
第２条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、浪岡地区の活性化を図る事業を行おうとする団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
（１）　浪岡地区に所在していること。
　（２）　定款、規約、会則等を定めていること。
（３）　補助金の交付申請を行うまでに納期限が到来した市税に未納の額がないこと。
（４）　青森市暴力団排除条例（平成２３年青森市条例第３３号）第２条第２号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。

　（補助対象事業）
第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、浪岡地区の伝統・文化と歴史遺産を伝承し、地区住民の郷土愛の醸成を図る事業又は浪岡地区の活性化に資する事業とする。

　（補助対象経費及び補助金の額）
第４条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象者の行う補助対象事業に要する次の表に掲げる経費とし、補助金の額は、同表に定める額とする。　
	補助対象経費
	補助金の額

	報償費、旅費、交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、借上料、保険料、委託料、使用料及び賃借料
	補助対象経費の１０分の７に相当する額又は２５万円のいずれか低い額以内の額



　（補助金の交付）
第５条　補助金は、概算払により交付するものとする。

　（取扱方法）
第６条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、青森市補助金等の交付に関する規則（平成１７年青森市規則第６２号）の定めるところによる。

　　　附　則
（実施期日）
この要綱は、令和８年４月１日から実施する。

